
※ の部分は、申請者が作成、提出するもの。

※店舗改修に伴い、給排水設備の改造が発生する場合は、上下水道課業務係へご相談ください。
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①創業・事業計画認定申請書の作成

（別記第１号様式）

③創業・事業計画認定申請書の提出

（別記第１号様式）

⑤音更町空き店舗活用事業着手

（開始）届（別記様式第３号）

⑨補助金等概算払申請書

（補助金等交付規則別記第10号様式）

⑥補助金等交付申請書(開業後6か月)

（補助金等交付規則別記第１号様式）
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②経営指導

・内装、外装等の改修着工

※着工前の写真を撮影しておくこと

・空き店舗賃貸借契約締結

・営業、事業開始の許認可、各種届出

・創業等により事業を開始

（要件：中小企業者等、空き店舗、業種、市町村税の

滞納のない者等があるので確認のこと）

・創業等の事業開始から６か月間事業を継続

（空き店舗で行う事業に許認可等が必要な

場合は、交付申請時までに必要な許認可

等を取得していること）

※補助事業の着手・完了年月日については、

着手日：創業または開業した日

完了日：年度末及び１２か月経過した日

⑧補助金等交付決定通知書

（補助金等交付規則別記第２号様式）

・補助金等交付決定通知を受けた後、交付決

定額の1/2以内で概算払を受けることが可能

（空き店舗改修費及び賃借料：５０万円以内）

音更町空き店舗活用事業補助金の事務の流れ

・創業等の事業開始から１２か月間事業を継続

（空き店舗改修費及び賃借料：対象経費の1/2以

内で１００万円を限度。）

⑪補助事業等実績報告書

（補助金等交付規則別記第８号様式）

⑩補助金の支出（概算払）

添付書類

○改修費の場合：見積書及び契約書の写し

着工前の写真

○賃借料の場合：賃貸借契約書の写し

添付書類

○改修に要した費用の支払を証明する書類

○賃借料の支払を証明する書類

○市町村税納入状況調査同意書（別記様式）

○事業予算書（任意様式）

○改修費の場合：着工前後の写真

添付書類

○賃借料の支払を証明する書類

○事業精算書（任意様式）

○改修費の場合：現状（直近）の写真

⑦中間検査（現地調査）

⑫完了検査（現地調査）

⑬補助金の支出（精算払）

・当該補助事業に係る関係台帳を整備し、完了

した期日の属する年度の翌年度から５年間保存

すること。

・概算払、精算払された後の財産処分について

は、制限しない。

④創業・事業計画認定申請書の承認通知書


